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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラミング可能な制御装置（２４）を有する操作装置（３）の把持部材（１８）を
用いて曲げ工具（１３）を工具ホルダ（１１、２６）に設けられた保持位置（２７）内へ
挿入し、あるいはそこから取り出す方法であって、
　把持部材（１８）によって保持部分（２９）に保持された曲げ工具（１３）を操作装置
（３）によって保持位置（２７）へ移動し、この保持位置（２７）において把持部材（１
８）を保持部分（２９）から外し、あるいは把持部材（１８）を操作装置（３）によって
、保持位置（２７）内にある曲げ工具（１３）の保持部分（２９）へ移動し、把持部材（
１８）によって保持部分（２９）を把持した後に、曲げ工具（１３）を保持位置（２７）
から取り出す、方法において、
　保持位置（２７）への曲げ工具（１３）の接近または保持部分（２９）への把持部材（
１８）の接近を、少なくとも１つの座標方向（３２、３３）において接近方向（３２）に
見て保持位置（２７）の前かつ工具ホルダ（１１、２６）に対して既知の測定距離（３１
）内にある、フォトインターラプタ装置（２８）の参照光ビーム（３０）によって監視し
、
　曲げ工具（１３）ないし把持部材（１８）に設けられた、接近方向（３２）に対し、か
つ参照光ビーム（３０）に対してほぼ直角の測定エッジ（４５、５０、５１）によってビ
ームが中断された時点で、曲げ工具（１３）または把持部材（１８）の実際位置を定め、
　制御装置（２４）によって測定距離（３１）を、実際位置から保持位置（２７）まで、
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ないしは保持部分（２９）までの取扱い装置（３）の残りの接近運動のための計算の基礎
として使用する、ことを特徴とする曲げ工具（１３）を挿入し、あるいは取り出す方法。
【請求項２】
　プログラミング可能な制御装置（２４）を有する操作装置（３）の把持部材（１８）を
用いて工具ホルダ（１１）内に挿入された曲げ工具（１３）に設けられた曲げ位置（６９
）内で曲げるべき工作物（６８）を位置決めする方法であって、
　把持部材（１８）によって保持された工作物（６８）を操作装置（３）によって曲げ工
具（１３）に対して曲げ位置（６９）へ移動する、方法において、
　曲げ位置（６９）への工作物の接近を、少なくとも１つの座標方向（３２、７０）にお
いて、接近方向（３２，７０）に見て曲げ位置（６９）の前、かつ工具ホルダ（１１）に
対して既知の測定距離（３１）内にある、フォトインターラプタ装置（２８）の参照光ビ
ーム（３０）によって監視し、
　接近方向（３２、７０）に対し、かつ参照光ビーム（３０）に対してほぼ直角の、工作
物（６８）に設けられた測定エッジ（７１、７２）によってビームが中断された時点で、
工作物（６８）の実際位置を定め、
　制御装置（２４）によって測定距離（３１）を、実際位置から曲げ位置（６９）までの
保持装置（３）の残りの接近運動のための計算の基礎として使用する、ことを特徴とする
、曲げるべき工作物を位置決めする方法。
【請求項３】
　操作装置（３）の接近運動を、残りの接近運動を計算する間、停止状態なしで続行する
、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　操作装置（３）の接近運動の速度を、参照光ビーム（３０）に達する前に低下させる、
ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　操作装置（３）が、保持位置（２７）からの予め定められた間隔から離隔運動する場合
に、制御装置（２４）によって再び、操作装置（３）の位置制御（２５）によって求めら
れた位置を、他の後続の移動路を計算するために使用する、ことを特徴とする請求項１～
４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　接近運動する際に、２つの異なる座標方向（３２、３３、７０）において、２つの、特
にそれぞれの座標方向（３２、３３、７０）に対して直角の測定エッジ（４５、５０、７
１、７２）によって同一の参照光ビーム（３０）が相次いで中断されることによって、実
際位置を検出する、ことを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　接近運動する際に、２つの異なる座標方向（３２、３３、７０）において、２つの座標
方向に互いに対して離隔した２つの測定エッジ（４５、５０、７０、７１）によって、２
つの座標方向に互いに対して離隔した２つの参照光ビーム（３０、４５）が相次いで中断
されることによって、実際位置を検出する、ことを特徴とする請求項１～６の何れか一項
に記載の方法。
【請求項８】
　曲げ工具（１３）における測定エッジ（４５、５０）として、工具ホルダ（１１、２６
）と共に保持位置（２７）を定める輪郭を使用する、ことを特徴とする請求項１～７の何
れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記輪郭は前記工具ホルダ（１１、２６）に設けられた収容溝（３７）内へ突出する固
定部分（３６）の輪郭である、ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　接近方向（３２）に対し、かつ参照光ビーム（３０）に対して直角に延びる、曲げ工具
（１３）の表面平面（６３）に設けられた２つの、互いにたいして平行かつ離隔した測定
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エッジ（６０、８１）を参照光ビーム（３０）によって検出し、
　接近運動する際に、参照光ビーム（３０）に達する前に、接近方向（３２）に対し、か
つ参照光ビーム（３０）に対して直角に方向付けされた、操作装置（３）の回転軸によっ
て、参照光ビーム（３０）に対して第１の斜め角度（６２）だけ曲げ工具（１３）を回動
し、それによって第１の測定エッジ（６０）が前方の測定エッジ（６４）を形成し、参照
光ビーム（３０）が第１の測定エッジ（６０）によって中断された場合に、接近運動が停
止され、次に、第２の測定エッジ（６１）が参照光ビーム（３０）を中断するまで、相対
角度だけ曲げ工具（１３）を反対方向に回動し、かつ、操作装置（３）の位置制御（２５
）によって検出された、測定エッジ（６０、６１）の位置偏差（６５、６６）と、測定エ
ッジ（６０、６１）の互いに対する既知の間隔（６７）とに基づいて、目標方向からの表
面平面（６３）の角度偏差を求める、ことを特徴とする請求項１～９の何れか一項に記載
の方法。
【請求項１１】
　曲げプレス（２）、プログラミング可能な制御装置（２４）を備えた操作装置（３）と
、曲げ工具（１３）または工作物（６８）を取り扱うための取扱い装置（３）に設けられ
た把持部材（１８）と、曲げ工具（１３）を保持位置（２７）内に保持するための、曲げ
プレス（２）のプレスビーム（８、９）または工具貯蔵部（４）に設けられた、操作装置
（３）の作業領域内に配置されている工具ホルダ（１１、２６）および制御装置（２４）
と結合された少なくとも１つのフォトインターラプタ装置（２８）と、を有する製造装置
（１）において、
　フォトインターラプタ装置（２８）が、工具ホルダ（１１，２６）に配置されており、
かつ曲げ工具（１３）のための保持位置（２７）に対して既知の測定距離（３１）で参照
光ビーム（３０）を送信し、かつ監視し、制御装置（２４）が測定距離（３１）を、参照
光ビーム（３０）によって定められた実際位置から保持位置（２７）までの操作装置（３
）の残りの接近運動のための計算の基礎として使用する、ことを特徴とする製造装置。
【請求項１２】
　曲げプレス（２）、プログラミング可能な制御装置（２４）を備えた操作装置（３）と
、工作物（６８）を曲げ位置（６９）へ移動させるための操作装置（３）に設けられた把
持部材（１８）と、曲げ工具（１３）を保持位置（２７）に保持するために曲げプレス（
２）のプレスビーム（８、９）に設けられた、操作装置（３）の作業領域内に配置された
工具ホルダ（１１）および制御装置（２４）と結合された少なくとも１つのフォトインタ
ーラプタ装置（２８）と、を有する製造装置（１）において、
　フォトインターラプタ装置（２８）が工具ホルダ（１１）に配置されており、かつ、工
作物（６８）のための曲げ位置（６９）に対して既知の測定距離（３１）で参照光ビーム
（３０）を送信し、かつ監視し、制御装置（２４）が測定距離（３１）を、参照光ビーム
（３０）によって定められた実際位置から曲げ位置（６９）までの取扱い装置（３）の残
りの接近運動のための計算の基礎として使用する、ことを特徴とする製造装置。
【請求項１３】
　フォトインターラプタ装置（２８）が、レーザービーム発生器を有している、ことを特
徴とする請求項１１又は１２に記載の製造装置（１）。
【請求項１４】
　フォトインターラプタ装置（２８）が、１つの構造ユニット内で、互いに対して離隔し
、かつ平行な２つの参照光ビーム（３０、４９）を送信する、ことを特徴とする請求項１
１～１３の何れか一項に記載の製造装置（１）。
【請求項１５】
　フォトインターラプタ装置（２８）が、送信ユニット（５３）と、それに対して離隔し
た受信ユニット（５５）とを有しており、
　受信ユニット（５５）が、送信ユニット（５３）から送信された参照光ビーム（３０）
の入射を監視し、かつ制御装置（２４）と信号接続している、ことを特徴とする請求項１
１～１４の何れか一項に記載の製造装置（１）。
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【請求項１６】
　フォトインターラプタ装置（２８）が、組み合わされた送信－受信ユニット（５８）と
、それに対して離隔したビーム方向変換装置と、を有していることを特徴とする請求項１
１～１４の何れか一項に記載の製造装置（１）。
【請求項１７】
　工具ホルダ（１１）が細長い収容溝（３７）を有し、参照光ビーム（３０）が収容溝（
３７）に対して平行に延びている、ことを特徴とする請求項１１～１６の何れか一項に記
載の製造装置（１）。
【請求項１８】
　フォトインターラプタ装置（２８）が、工具ホルダ（１１）の１つに統合されており、
参照光ビーム（３０）が曲げプレスの主要平面（４１）に対して直角に延びている、こと
を特徴とする請求項１１～１６の何れか一項に記載の製造装置（１）。
【請求項１９】
　２つの工具ホルダ（１１）にフォトインターラプタ装置（２８）の協働する構成要素が
配置されており、参照光ビーム（３０）が主要平面（４１）に対して平行に工具ホルダ（
１１）間の間隔をカバーする、ことを特徴とする請求項１１～１６の何れか一項に記載の
製造装置（１）。
【請求項２０】
　フォトインターラプタ装置（２８）が固定部分（３６）を有し、フォトインターラプタ
が曲げ工具（１３）のように工具ホルダ（１１、２６）に固定可能である、ことを特徴と
する請求項１１～１７の何れか一項に記載の製造装置（１）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１と２の前文に記載された方法および請求項１０と１１の前文に記載
された製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　曲げ工程を自動化する場合に、すでに、工作物を操作するためのプログラミング可能な
装置が使用され、しばしば曲げ工具を操作するためにも使用されている。その場合に使用
される操作装置の位置決め精度に対する高い要請が生じ、その要請は従来の工業ロボット
によってはしばしば満たすことができず、それに応じて操作装置は高価になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、操作装置に対する精度要請を低下させることができる方法を提供し、
ないしは操作装置として工業ロボットの使用も可能となる、製造装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　発明の課題は、請求項１と２に記載された特徴を有する、種概念を形成する方法および
請求項１０と１１の特徴を有する製造装置によって解決される。
【０００５】
　保持位置への曲げ工具の接近、または曲げ工具の保持部分への把持部材の、あるいは曲
げ位置への工作物の接近が、少なくとも１つの座標方向において、接近方向に見て保持位
置ないし曲げ位置の前で、かつ工具ホルダに対して既知の測定距離にある、フォトインタ
ーラプタ装置（ライトビーム装置）の参照光ビームによって監視されて、曲げ工具または
把持部材ないし工作物に設けられた、接近方向に対し、かつ参照光ビームに対してほぼ直
角の測定エッジによってビームが中断された時点で、曲げ工具または把持部材ないし工作
物の実際位置が定められて、制御装置によって測定距離が、実際位置から保持位置まで、
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ないしは保持部分または曲げ位置までの取扱い装置の残りの接近運動のための計算の基礎
として使用されることによって、工具ホルダないし曲げ工具の近傍領域内での操作装置の
ローカルな参照により、より小さい位置決めエラーしか生じない。というのは、参照光ビ
ームから保持位置まで、または曲げ位置までは、短い距離区間だけ移動するだけでよく、
その距離区間ではわずかな偏差しか生じず、それによって参照前に生じていた位置決めエ
ラーを無効にすることができるからである。操作装置ないしそれによって収容される曲げ
工具または工作物の非接触の位置検出と位置精度の向上が得られる。
【０００６】
　位置決め精度は、操作装置の接近運動が、保持位置ないし保持部分までの残りの距離を
計算する間、停止状態なしで続行される場合に、さらに向上させることができる。という
のは、それによって操作装置の移動部材の制動と加速による他のエラー源が回避されるか
らである。
【０００７】
　操作装置の接近運動の速度が参照光ビームに達する前に低下される場合には、精度はさ
らに向上させることができる。というのは、それによって参照と残りの接近運動における
動的な影響が著しく減少されるからである。
【０００８】
　工具ホルダの領域内のローカルな参照は、次に操作装置が保持位置からの予め定められ
た間隔から離隔運動する場合に、制御装置によって操作装置の位置制御のために求められ
た位置が、他の後続の運動路を計算するために使用されることにより、時間的に制限して
適用することができる。この場合においては、操作装置のグローバルな座標系は、変わら
ない。その場合に位置決め精度があまりに小さくなる場合には、本発明に基づくローカル
な参照は、高い位置決め精度が必要とされる場所においては、付加的なフォトインターラ
プタ装置を設けることによって可能にすることができる。
【０００９】
　接近運動において、実際位置が２つの異なる座標方向において、２つの、特にそれぞれ
の座標方向に対して直角の測定エッジによって同一の参照光ビームが次々と中断されるこ
とによって検出される場合に、曲げ工具の挿入または把持ないし工作物の位置決めのプロ
セスは、衝突の危険をより少なくして、より確実に実施することができる。
【００１０】
　それに対して代替的に、接近運動において、実際位置は２つの座標方向において、２つ
の座標方向に互いに対して離隔した２つの参照光ビームが２つの測定エッジによって次々
と中断されることによって検出することができ、それによって位置決めにおける同一の利
点が得られる。
【００１１】
　曲げ工具の正確な挿入または把持のためには、曲げ工具における測定エッジとして、工
具収容部と共に保持位置を定める輪郭、特に工具ホルダに設けられた収容溝と関連する固
定部分、が使用されると、効果的である。というのはそれによって、問題のない挿入ない
し把持のためにその位置が基準となる、重要なエッジの測定が行われるからである。
【００１２】
　曲げ工具の角度位置エラーを補正する可能性は、接近方向に対し、かつ参照光ビームに
対して直角に延びる、曲げ工具の表面平面に設けられた２つの、互いに対して平行かつ離
隔した測定エッジが、参照光ビームによって検出されることにある。そのために第１のス
テップにおいて曲げ工具が、接近運動において参照光ビームに達する前に、接近方向に対
し、かつ参照光ビームに対して直角に方向付けされた、操作装置の回転軸によって参照光
ビームに対して第１の斜め角度だけ回動され、それによって第１の測定エッジが前方の測
定エッジを形成する。第１の測定エッジによって参照光ビームが中断された場合に、接近
運動が停止され、次に曲げ工具は、第２の測定エッジが参照光ビームを中断するまで、反
対方向に相対角度だけ回動される。操作装置の位置制御によって検出された、２つの測定
エッジの位置偏差と、測定エッジの互いに対する既知の間隔とに基づいて、目標方向から
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の表面平面の角度偏差が求められ、それが次に回転軸を中心とする補正回動によって補償
される。
【００１３】
　本発明に基づく利点は、種概念を形成する製造装置において、工具ホルダに、特に操作
装置へ向いた側に、制御装置と結合され、工具のための保持位置に対し、ないしは工作物
のための曲げ位置に対して既知の測定距離内で参照光ビームを送信し、かつ監視する少な
くとも１つのフォトインターラプタ装置が配置されている場合に、得られる。
【００１４】
　測定エッジの位置の極めて正確な検出は、フォトインターラプタ装置がレーザービーム
発生器、特にレーザーダイオードを有している場合に、可能である。レーザービームの高
い発光強度とわずかな拡散は、中断について極めて正確に監視することができる。
【００１５】
　２つの異なる座標方向において参照を簡単に実施することができるようにするために、
フォトインターラプタ装置は、好ましくは、１つの構造的ユニット内で２つの互いに対し
て離隔し、かつ平行な参照光ビームを送信することができる。
【００１６】
　フォトインターラプタ装置は、フォトインターラプタ装置が送信ユニットと、それに対
して離隔した受信ユニットとを有する場合に、製造装置の内部の多くの位置に設けること
ができ、その場合に受信ユニットは送信ユニットから送信された参照光ビームの入射を監
視し、かつ制御装置と信号接続されている。
【００１７】
　同様に、フォトインターラプタ装置を配置するために、このフォトインターラプタ装置
が組み合わされた送信－受信ユニットと、それに対して離隔したビーム方向変換装置、特
にミラーとを有していると、効果的である。
【００１８】
　参照は、工具ホルダが細長い収容溝を有し、かつ参照光ビームが収容溝に対して平行に
延びていると、特に簡単に行うことができる。
【００１９】
　さらに、フォトインターラプタ装置は、工具ホルダの１つに統合することができ、かつ
参照光ビームは曲げプレスの主要平面ないし作業平面に対して直角に延びることができ、
それによって収容溝の長手方向および／または収容溝の深さ方向に曲げ工具の正確な位置
決めを行うことができる。
【００２０】
　フォトインターラプタ装置の協働する構成要素が２つの工具ホルダに配置されており、
かつ参照光ビームが工具ホルダの間の間隔を主要平面に対して平行にカバーすることがで
きる場合に、それぞれ２つまでの軸方向において、曲げ工具と工作物の正確な位置決めを
実施することができる。
【００２１】
　フォトインターラプタ装置の簡単で同時に正確な取り付けは、フォトインターラプタ装
置が固定部分を有している場合に行うことができ、それによってフォトインターラプタ装
置は曲げ工具のように工具ホルダに固定可能となる。
【００２２】
　本発明をさらに良く理解するために、以下の図を用いて本発明を詳細に説明する。
【００２３】
　図は、それぞれ著しく図式的に簡略化された表示である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る製造装置を簡略化した表示で示している。
【図２】工具ホルダ内へ曲げ工具を本発明に基づいて挿入する場合の段階を示している。
【図３】曲げ工具を挿入する場合の他の段階を示している。
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【図４】曲げ工具を挿入する場合の他の段階を示している。
【図５】曲げ工具を挿入する場合の他の段階を示している。
【図６】２つの参照光ビームを有するフォトインターラプタ装置の可能な実施形態を示し
ている。
【図７】曲げ工具を把持する場合、ないしは曲げ工具の挿入後の段階を示している。
【図８】固定部分を有するフォトインターラプタ装置の可能な実施形態を示している。
【図９】曲げ工具を挿入するための方法の可能な変形例を示している。
【図１０】フォトインターラプタ装置の他の可能な実施形態を示している。
【図１１】工作物を位置決めする場合の、フォトインターラプタ装置の他の可能な実施形
態を上面で示している。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　最初に記録しておくが、異なるように記載される実施形態において、同一の部分には同
一の参照符号ないし同一の構成部分名称が設けられており、その場合に説明全体に含まれ
る開示は、同一の参照符号ないし同一の構成部分名称を有する同一の部分へ意味に従って
移し替えることができる。また、説明内で選択される、たとえば上、下、側方などのよう
な位置記載は、直接説明され、かつ示される図に関するものであって、この位置記載は位
置が変化した場合には意味に従って新しい位置へ移し替えられる。さらに、図示され、か
つ説明される様々な実施例からなる個別特徴または特徴の組合せも、それ自体自立した、
進歩的または発明に基づく解決を表すことができる。
【００２６】
　具体的な説明内の値領域についてのすべての記載は、その任意の部分領域とすべての部
分領域を共に含むものであって、たとえば記載１から１０は、下限の１と上限の１０から
始まるすべての部分領域、すなわち下限の１またはそれ以上で始まり、上限の１０または
それ以下で終了する、たとえば１から１．７、または３．２から８．１、あるいは５．５
から１０のすべての部分領域、を一緒に含んでいるものとする。
【００２７】
　図１には、曲げプレス２、特に多軸ロボットの形式の、操作装置３および工具貯蔵部４
を有する、曲げ成形された工作部分を形成するための製造装置１を示している。曲げプレ
ス２の機械フレーム５は、互いに対して距離をおいて、詳しく図示されない横ユニットを
介して互いに対して平行かつ設置面６に対して垂直の平面内に延びる実質的に２つのサイ
ドスタンド７およびそれらと結合された固定のプレスビーム８またはプレステーブルを有
している。固定のプレスビーム８に対し、設置面６に対して垂直の方向において、サイド
スタンド７のガイド装置内に、調節可能なプレスビーム９が案内されて配置されており、
かつ、サイドスタンド７ないし機械フレーム５に配置された駆動手段１０、たとえば油圧
シリンダ、電気的なスピンドルドライブなど駆動結合されている。
【００２８】
　２つのプレスビームに、互いに対向する、固定手段を備えた工具ホルダ１１が配置され
ており、その工具ホルダが、たとえば工具収容開口部１２を有している。工具ホルダ１１
は、それぞれ成形すべき工作部分と曲げ工程のための設定に従って、曲げ工具１３を装着
するために設けられており、たとえば固定のプレスビーム８内の工具ホルダ１１内に曲げ
ダイ１４と、プレスビーム９の工具ホルダ１１内に曲げスタンプ１５を有している。
【００２９】
　それぞれシリーズ製造すべき工作部分または曲げ工具１３の保守に従って、様々な時間
間隔で曲げ工具１３の新規装着とそれに伴って交換が必要である。
【００３０】
　さらに、製造装置１は、自動化された工作部分または工具移送のために、たとえば多軸
ロボット１６の形式の、把持器１７を有する操作装置３を有しており、その把持器は少な
くとも１つの把持部材１８、たとえば把持ペンチ、吸引式把持器などを有している。その
場合に操作装置３の作業室は、好ましくは、曲げプレス２の利用可能な作業室と工具貯蔵
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部４にわたって延びている。その場合に操作装置３は、走行装置１９内でプレスビーム８
の前側２０に対して平行に延びる方向に走行可能とすることができる。
【００３１】
　プレスビーム８の後ろ側２１に、さらに、ストッパフィンガー２３を有するストッパ装
置２２を設けることができ、そのストッパフィンガーがＣＮＣ制御されて、曲げるべき工
作物の正確な位置決めを支援する。
【００３２】
　製造装置１は、プログラミング可能な制御装置２４を有しており、その制御装置によっ
て製造装置１およびそのコンポーネントの機能が開ループ制御、閉ループ制御、監視、調
節され、あるいは他のやり方で調整される。特に、操作装置３のジョイントアームと特に
把持部材１８ないしそれによって操作される工作物または曲げ工具１３の状態と位置の検
出と制御も、それに属する。その場合に制御装置２４は、製造装置１にわたって分配され
た、互いに信号接続されているサブシステム、特に操作装置３のための位置制御２５も有
しており、それによって、操作課題を実施する場合に、種々の運動部材の位置および操作
装置３の調節軸が制御される。
【００３３】
　本発明は、曲げ工具１３を工具ホルダ１１における保持位置へ挿入し、ないしはそこか
ら取り出すことに関する。これは、曲げプレス２に設けられた工具ホルダ１１に関するも
のとすることができるが、その代わりに、あるいはそれに加えて工具貯蔵部４に設けられ
た工具ホルダ２６であってもよく、それが作業室内、ないし操作装置３の到達距離内にあ
る。図１において、曲げダイ１４と曲げスタンプ１５は、工具貯蔵部４におけるそれぞれ
の保持位置２７で示されており、その保持位置においてそれぞれ曲げ工具１３が工具ホル
ダ２６内に保持されている。曲げプレス２には、曲げダイ１４の形式の曲げ工具１３が示
されており、その曲げダイはまさに固定の曲げビーム８に設けられた工具ホルダ１１へ接
近し、あるいはそれから離れるところで示されている。
【００３４】
　曲げ工具１３を操作装置３から問題なくかつ妨げられずに工具ホルダ１１、２６に設け
られた保持位置２７へ移動させることができるようにするために、それぞれの保持位置２
７へ高い精度で到着することが必要である。その場合に、実際においては、操作装置３の
位置精度が低すぎることにより、あるいは工具ホルダ１１、２６の位置誤差によって、常
に繰り返し問題が生じる。操作装置３の位置エラーの可能な原因は、たとえば把持部材１
８に対する工作物位置の誤り、操作装置３のダイのゼロ位置エラー、アーム長さと角度エ
ラー、熱的影響、ギアの遊び、ギアの弾性およびギアの偏心性、アーム弾性並びに位置制
御２５の距離測定システムの限定された測定分解度である。同様な原因は、工具貯蔵部４
または曲げプレス２における保持位置２７の不正確さと変化ももたらすことがある。
【００３５】
　これらのエラー源またはその作用は、しばしば極めて高い手間と費用によってしか対処
できないので、本発明に係る製造装置１は、少なくとも１つのフォトインターラプタ装置
２８を有しており、それによって、操作装置３の位置決め精度はそれを搭載した工具ホル
ダ１１、２６の領域内で、比較的わずかな手間と費用でずっと高くすることができる。図
１には、たとえば固定のプレスビーム８に設けられた工具ホルダ１１、および工具貯蔵部
４に設けられた工具ホルダ２６に、それぞれフォトインターラプタ装置２８が対応づけら
れている。もちろん、調節可能なプレスビーム９に設けられた工具ホルダ１１に、同様に
フォトインターラプタ装置２８を対応づけることも、可能である。
【００３６】
　図１は、曲げ工具１３における保持部分２９を示しており、その保持部分において把持
部材１８により曲げ工具１３と操作装置３の間の結合が形成される。
【００３７】
　フォトインターラプタ装置２８は、工具ホルダ１１、１６の領域内に参照光ビーム３０
を発生させ、その参照光ビームは、操作装置３から見て、保持位置２７の前の測定距離３
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１内に位置する。操作装置３が保持位置２７へ接近した場合に、曲げ工具１３における、
あるいは把持部材１８における、予め定められた測定エッジによって参照光ビーム３０が
中断された場合に、このビーム中断は、フォトインターラプタ装置２８によって検出して
制御装置２４へ供給することができる。参照光ビーム３０は、保持位置２７の前の既知の
測定距離３１内にあるので、ビーム中断の時点でそれぞれ観察される測定エッジの実際位
置を定めることができ、その実際位置から、残りの接近距離が既知の測定距離３１に相当
することが認識され、その測定距離は、操作装置３がその前に実施した接近運動と比較し
てかなり小さい。
【００３８】
　操作装置３の位置決め精度は、移動した距離の長さに少なくとも部分的に常に比例する
ので、参照光ビーム３０によって定められる実際位置から保持位置２７まで移動する距離
も比較的短く、ここでは比較的小さい位置決めエラーしか生じない。
【００３９】
　参照光ビーム３０によって、保持位置２７に対して短い距離において、操作装置３の座
標系について新たに参照することができ、それによって、操作装置３の移動が比較的大き
い場合に参照光ビーム３０の前において場合によっては生じる位置決めエラーまたは工具
貯蔵部４の位置偏差を無効にすることができる。図１には、水平のＸ軸３２の方向に延び
る測定距離３１が示されているが、垂直のＹ軸３３の方向に既知の測定距離を定めること
も可能であって、それによって水平のＸ方向３２の代わりに、あるいはそれに加えて垂直
のＹ軸３３の方向においても参照を行うことができる。その場合に測定距離３１は、数ミ
リメートルから数センチメートルの領域から選択されており、それによって、曲げセルの
形式のこの種の製造装置においてその到達距離が少なくとも数メートルになる、操作装置
３の全到達距離に比較してかなり短い。
【００４０】
　普及している工業ロボットにおいては、到達距離が数メートルである場合に、±１ｍｍ
の規模の位置決め不正確さが生じることがある。というのは、ここでは操作装置３の多く
の移動部材と移動軸が含まれており、ここでは個別エラーがかなりの程度に加算されるこ
とがあるからであって、保持位置２７までの参照光ビーム３０の残りの接近運動が短い場
合には、極めて小さい位置決めエラーしか生じない。というのは、この比較的短い距離区
間上では、操作装置のより少ない移動部材と移動軸しか関与せず、あるいは少なくともよ
りわずかな相対移動を実施すれば済むからである。
【００４１】
　到着すべき保持位置２７の近傍領域内で操作装置３を参照することによって、把持部材
１８によって曲げ工具１３を挿入ないしは把持する場合に、曲げ工具１３を位置決めする
際の、冒頭で述べた多くのエラー源は、無効にすることができる。参照光ビーム３０から
保持位置２７までの残りの接近運動は、ある程度、それぞれ考察される工具ホルダ１１、
２６のローカルな座標系において行われ、それによって操作装置３および／または工具貯
蔵部４の機械的または熱的な変形による位置決め不正確さは、除去することができる。操
作装置および／または工具貯蔵部４の機械的な変形は、使用される曲げ工具１３の質量に
高い程度において依存し、かつ、工具ホルダ１１、２６の近傍領域内のローカルな参照に
基づいて、それぞれ吸収すべき質量または熱的な影響を位置制御２５によって計算的に複
雑なやり方で考慮することは、不要になる。
【００４２】
　図１において、参照光ビーム３０は図面平面に対して直角かつ、図示の実施例において
Ｘ軸３２の方向に延びる、接近方向に対しても直角に延びている。その場合に参照光ビー
ム３０は、送信ユニットから受信ユニットへ延びており、その場合に受信ユニットは、送
信ユニットから送信される参照光ビーム３０の入射を監視し、かつ制御装置２４と信号接
続されており、それによって参照光ビーム３０の中断は、実際位置の検出ないしそれに続
く残りの接近運動の新規計算を作動させることができる。受信ユニットと送信ユニットは
、参照光ビームの方向に互いに離隔させることができるが、参照光ビーム３０をミラーに
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よって方向変換し、それによって受信ユニットを送信ユニットと１つの構造ユニットにま
とめることも可能である。
【００４３】
　把持部材１８による曲げ工具１３の把持の精度を向上させるために、参照光ビーム３０
における操作装置３の参照が、把持部材１８に設けられた測定エッジによって実施され、
この場合において測定距離３１は、参照光ビーム３０から工具ホルダ１１、２６内にある
曲げ工具１３の保持部分２９まで延びている。
【００４４】
　図２から５には、工具収容部１１、２６内への曲げ工具１３の挿入が示されており、そ
の場合に製造装置１の残りの部分は、簡単にするために取り去ってある。
【００４５】
　その場合に、先行する図１内と同じ部分については、同一の参照符号ないし構成部品名
称が使用される。不必要な繰り返しを避けるために、先行する図１の詳細な説明を参照す
るよう指示し、ないしは参照する。
【００４６】
　その場合に図２は、曲げ工具１３を示しており、その曲げ工具は操作装置３の把持器１
７の把持部材１８によって保持されており、かつ、たとえば下方の固定のプレスビーム８
に、あるいは工具貯蔵部４内に配置された工具収容部１１、２６内へ挿入されるものであ
る。ここでは把持ペンチの形式の把持部材１８を有する把持器１７が結合されている、保
持部分２９は、図示の実施例においては把持溝３４として形成されており、その中へペン
チ形状の把持部材１８が嵌入する。容易に認識されるように、図２内で工具収容部１１、
２６内へ曲げ工具１３を挿入するために、破線で示す２つに分かれた接近運動３５が必要
であって、第１のステップにおいて曲げ工具１３を工具収容部１１、２６の上方に垂直に
整合するように位置決めし、次に垂直の下降運動によって曲げ工具１３の固定部分３６を
工具収容部１１、２６の収容溝３７内へ導入することができる。次に、図示されない固定
手段、たとえばクランプバーによって、工具ホルダ１１、２６における曲げ工具１３の固
定が行われる。
【００４７】
　収容溝３７は、内法幅３８を有し、それは、固定部分３６の外側寸法３９よりも大きく
なければならない。それぞれ与えられた操作装置３の位置決め精度ないし繰り返し精度に
従って、内法幅３８は、固定部分３６を導入するための十分なあそびが存在するように、
選択されなければならず、それによって曲げ工具１３が下降する際に工具ホルダ１１、２
６との予測されない衝突が行われることがなくなる。
【００４８】
　操作装置３の課題は、曲げ工具の中心平面４０を工具ホルダ１１、２６の主要平面４１
内へ位置決めすることにあり、その場合にこれは、参照光ビーム３０を有するフォトイン
ターラプタ装置２８を使用しながら行われる。
【００４９】
　容易に認識されるように、水平のＸ軸３２の方向における接近運動３５の水平の部分は
、曲げ工具１３の下エッジ４２が工具ホルダ１１、２６の上エッジ４３の上方に位置する
高さにおいて行われなければならない。参照光ビーム３０によって、測定位置が定められ
、その測定位置は工具ホルダ１１、２６に対して測定距離３１内に位置し、かつ参照光ビ
ーム３０を中断するボディのために、この時点で工具ホルダ１１、２６に関する実際位置
を定める。工具ホルダ１１、２６における参照点として、図示の実施例においては収容溝
３７の、操作装置３から見て後方の側面４４が使用されるが、任意の他の参照点を使用す
ることもできる。実施例において選択されている側面４４は、たとえば固定部分３６がク
ランプバーによってこの側面４４に対して押圧されるので、効果的である。
【００５０】
　曲げ工具１３の実際位置を検出するために、参照光ビーム３０が曲げ工具１３の予め定
められた部分または操作装置３の他の部分によって中断されるまで、曲げ工具が操作装置
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３から保持位置２７へ接近する。そのために、図示の実施例においては、曲げ工具１３に
おいて、曲げ工具１３の固定部分３６に位置する測定エッジ４５が選択される。その場合
に測定エッジ４５は、固定部分３６の表面平面４６内にあって、操作装置３の接近方向３
２に対して直角かつ参照光ビーム３０に対して直角となる。収容溝３７は、曲げ工具１３
の保持位置２７を定める輪郭を形成するので、固定部分３６における測定エッジ４５が選
択されると、効果的であるが、たとえば曲げ工具１３の前面４７におけるエッジを参照の
ために使用することも、可能である。
【００５１】
　図３は、測定エッジ４５が参照光ビーム３０を中断し、かつ測定エッジ４５が収容溝３
７の側面４４に対して既知の測定距離３１内にある、接近運動の時点を示している。それ
によって曲げ工具１３の実際位置が定められ、制御装置２４はこの実際位置に対して操作
装置３のための残りの接近運動を計算することができ、その場合にこの残りの接近運動は
、移動する距離が短いことに基づいて高い精度で実施することができる。残りの接近運動
は、たとえば、固定部分３６の測定エッジ４５が側面４４の少し前にあるように、従って
後続の下降のためにわずかなあそびが与えられるように、定められる。
【００５２】
　図４には、Ｘ軸３２の方向における水平の接近運動が終了しており、測定エッジ４５が
収容溝３７の側面４４のすぐ前にある、曲げ工具１３の位置を示しており、その後曲げ工
具１３が垂直方向３３において収容溝３７内へ下降されなければならない。図５は、最終
的に有効な保持位置２７内に位置決めされた曲げ工具１３を示しており、その曲げ工具の
固定部分３６を、矢印によって示唆される締め付け力４８によって収容溝３７内に固定す
ることができ、それによって固定部分３６の表面平面４６が収容溝３７の側面４４と添接
して、曲げ工具１３の正確な保持位置２７が得られる。
【００５３】
　図６は、フォトインターラプタ装置２８の他の可能な実施形態を示しており、そのフォ
トインターラプタ装置は２つの、互いに対して離隔し、かつ平行な参照光ビーム３０と４
９を発生させて、中断について監視することができる。参照光ビーム３０によっては、Ｘ
軸３２の方向における曲げ工具１３の実際位置を、参照光ビーム４９によってはＹ軸３３
の方向における曲げ工具１３の実際位置を検出することができる。その場合に曲げ工具１
３は、図示されない操作装置３によって、まず、第１の測定エッジ４５が第１の参照光ビ
ーム３０を中断するまで、水平方向に工具ホルダ１１、２６へ接近し、次に曲げ工具１３
の第２の測定エッジ５０としての下エッジ４２が第２の参照光ビーム４９を中断するまで
、垂直方向に下降する。水平の接近運動は、第１の参照光ビーム３０の中断後も、さらに
少し続行され、それによって曲げ工具１３の角部が第２の参照光ビーム４９の中断を作動
させる必要がなく、垂直の実際位置のための測定点が下エッジ４２の内部にくる。実際位
置の検出は、交換されたシーケンスによっても行うことができ、それにおいてはまず、水
平の下エッジ４２が測定エッジとして、そして次に垂直の測定エッジが検出される。その
ために、接近運動はそれに応じて変更してプログラミングされる。
【００５４】
　第１の参照光ビーム３０の中断から、曲げ工具１３のそれ以降の各水平の運動は、Ｘ軸
３２の方向における残りの接近運動の一部であって、それが制御装置２４によって計算さ
れ、第２の参照光ビーム４９の第１の中断からは、曲げ工具１３のそれ以降の各垂直運動
は、Ｙ軸３３の方向における残りの接近運動の一部であって、それが同様に制御装置２４
によって計算される。水平のＸ方向３２においても、垂直のＹ方向３３においても、曲げ
工具１３の実際位置をこのように照会することによって、参照光ビーム３０、４９から保
持位置２７までの残りの接近運動は向上した精度で実施することができる。というのは、
曲げ工具１３の位置の参照を、２つの方向において行うことができるからである。また、
単独の参照光ビーム３０のみが使用されて、接近運動が次のように、すなわちこの参照符
号ビームによってまず第１の測定エッジ３０が検出されて、次に同じ参照光ビーム３０に
よって第２の測定エッジ５０も検出されるようにして決定されることにより、２つの座標
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方向３２、３３において参照報告を実施することも可能である。
【００５５】
　曲げ工具１３の接近運動は、参照光ビーム３０、４９が中断された場合に、短い停止時
間を設けるようにプログラミングすることができるが、好ましくは、接近運動は中断なし
で続行され、それによって位置決め精度をさらに向上させることができる。というのは、
さらにエラー源となることがあり得る、著しい制動および加速プロセスが削減されるから
である。
【００５６】
　図７には、フォトインターラプタ装置２８によって、工具ホルダ１１、２６に設けられ
たその保持位置から曲げ工具１３を遠ざける場合の精度も向上できることが、示されてい
る。これは、曲げ工具１３の固定部分３６への接近運動３５において把持器１７が次のよ
うに、すなわち把持部材１８が、たとえば把持溝３４の形式の保持部分２９に接近する場
合にフォトインターラプタ装置２８の参照光ビーム３０において操作装置３の参照を実施
することができるように、案内されることによって行われる。そのために、把持部材１８
において他の測定エッジ５１が定められ、その測定エッジは好ましくは、参照光ビーム３
０に対して直角かつ接近方向に対して直角に延びている。把持部材１８に設けられた測定
エッジ５１によって参照光ビーム３０が中断されることにより、把持部材１８の実際位置
が定められ、その実際位置から保持部分２９、ここでは把持溝３４まで、あとは数センチ
メートルの短い残りの接近運動のみが必要であって、それは比較的高い精度で実施するこ
とができる。
【００５７】
　図７にはさらに、破線の矢印によって、把持器１７の離隔運動５２が示唆されており、
その場合に、曲げ工具１３が保持位置２７へ下ろされた後に、接近運動において行われた
フォトインターラプタ装置２８における参照が再び無効にされて、把持器１７の実際位置
が再び、位置制御２５によって検出された座標に基づいて求められ、従って操作装置３の
変更されない座標が使用されることが、可能である。この場合においては、工具ホルダ１
１、２６におけるローカルな参照は、ある意味で再び無効にされる。しかし、他の箇所に
おいて新規の参照が行われるまでは、フォトインターラプタ装置２８における参照を永続
的に維持することも、可能である。
【００５８】
　図８は、フォトインターラプタ装置２８の可能な実施形態を示しており、それは固定部
分３６を有し、それによって曲げ工具１３のように直接工具ホルダ１１、２６の収容溝３
７内へ挿入することができる。さらに、曲げ工具１３の場合のように締め付け力４８によ
って固定を行うことができる。フォトインターラプタ装置２８をこのように工具ホルダ１
１、２６に固定することによって、フォトインターラプタ装置２８のより簡単かつ迅速な
交換を行うことができ、それにもかかわらず、参照光ビーム３０の正確な位置決めが与え
られている。図７には、さらに、フォトインターラプタ装置２８が上述したように第２の
参照光ビーム４９を発生させることができ、それによって１つの構造的なユニットにより
、かつ簡単な接近運動によって、２つの異なる座標方向において参照を行うことができる
ことが、示唆されている。
【００５９】
　図９は、図９には示されていない装置装置３によって工具ホルダ１１、２６内へ曲げ工
具３を挿入する方法の可能な他の変形例を上面で示している。その場合に、接近運動の個
々の段階は、文字ａからｅで示されている。参照光ビーム３０は、工具ホルダ１１、２６
の収容溝３７に対して平行に延びて、フォトインターラプタ装置２８によって中断につい
て監視される。フォトインターラプタ装置２８は、この実施例においては、工具ホルダ１
１、２６の左の端部に送信ユニット５３を有しており、その送信ユニットから、好ましく
はレーザービーム５４の形式の参照光ビーム３０が受信ユニット５５へ送信される。送信
ユニット５３は、たとえばレーザーダイオード５６の形式のレーザー光源を有し、受信ユ
ニット５５はたとえばフォトセル５７を有しており、そのフォトセルによってレーザービ
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ーム５４の中断を監視することができ、かつそのフォトセルは図示されない制御装置２４
と信号接続されている。その代わりに、フォトインターラプタ装置２８が組み合わされた
送信－受信ユニット５８およびそれに対して離隔したミラー５９を有し、それらの間に、
ここではレーザービーム５４の形式の参照光ビーム３０が延びることも、可能である。
【００６０】
　曲げ工具１３の接近の特殊なやり方により、参照光ビーム３０に対して直角に延びる２
つの測定エッジ６０と６１が順次検出されることによって、角度位置エラーを定めて補正
することができる。図９は、曲げ工具１３を収容溝３７に対し、かつ参照光ビーム３０に
対して平行な位置ａで示している。接近する場合に、曲げ工具１３は、たとえば４５°の
斜め角度６２だけ時計方向に位置ｂへ回動され、それによって曲げ工具１３の前側６３に
設けられた第１の測定エッジ６０が、前方の測定エッジ６４を形成する。次に、参照光ビ
ーム３０が中断されるまで、Ｘ軸３２の方向に曲げ工具１３の接近が行われる（段階ｃ）
。中断のこの時点で、参照光ビーム３０によって定められる、目標位置と実際位置の間の
位置偏差６５が検出される。次に、第２の測定エッジ６１が参照光ビーム３０の中断をも
たらすまで（段階ｅ）、曲げ工具１３の逆方向の、たとえば反時計方向の、回動が行われ
る（段階ｄ）。この時点でも、測定エッジ６１の目標位置と実際位置の間の位置偏差６６
が求められる。２つの位置偏差６５、６６の合計と、ここでは工具長さに相当する、隣接
する測定エッジ６０、６１の間の間隔６７とから、参照光ビーム３０に関する曲げ工具１
３の角度位置エラーalphaが、以下のように計算される：
　tang alpha ＝（位置偏差６５＋位置偏差６６）／間隔６７
【００６１】
　求められた曲げ工具１３の角度位置エラーは、その後、制御装置２４によって補正する
ことができ、それによって曲げ工具１３の挿入は、高い精度で行うことができる。
【００６２】
　図１０は、製造装置１の他の代替的あるいは付加的に可能な実施形態を示しており、そ
れにおいてフォトインターラプタ装置２８が下方の工具収容部１１内に統合されている。
参照光ビーム３０は、この実施例においては、主要平面４１に対して直角に延びており、
この配置によってＹ軸３３の方向における曲げ工具１３の接近運動を監視することができ
る。それによって収容溝３７内への挿入は、上述した方向におけるようにも管理し、かつ
わずかな機械的負荷で行うことができる。その場合に付加的に、この方向においても接近
運動を参照光ビーム３０によって監視することにより、収容溝３７の長手方向における位
置決めの精度も向上させることができる。
【００６３】
　図１１には、工具ホルダ１１内に挿入された曲げ工具１３に対して破線で示唆された曲
げ位置６９へ工作物６８を位置決めするための、本発明の使用が上面で示されている。こ
の形態において、フォトインターラプタ装置２８は、参照光ビーム３０を発生し、その参
照光ビームは、Ｙ軸３３の方向に、図面平面に対し、かつ曲げるべき工作物６８の表面に
対して直角に延びている。この方向は、また、主要平面４１に対して平行である。このよ
うに方向付けされた参照光ビーム３０によって、工作物エッジ７１、７２によって参照光
ビーム３０が中断された場合に工具収容部１１に対する、そしてそれに伴って曲げ工具１
３に対する工作物６８の実際位置が定められることによって、Ｘ軸３２の方向および／ま
たは、収容溝３７に対して平行に方向付けされているＺ方向７０において曲げ位置６９内
への接近運動を最適化することができる。この実際位置に基づいて、接近運動のための目
標位置を表す、曲げ位置６９までのそれぞれの測定距離３１の値だけ、接近が続行される
。したがって工作物６８を位置決めする方法は、曲げ工具１３を位置決めするための上述
した方法のように、到着すべき目標位置の近傍領域内で非接触の参照を用いて実施され、
かつ工具位置決めに関連して説明されたすべての方法変形例も意味に従って工作物位置決
めのためにも適用することができる。
【００６４】
　実施例は、方法および製造装置１の可能な実施変形例を示すものであって、その場合に
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ここに記録しておくが、本発明は具体的に示されたその実施変形例に限定されるものでは
なく、むしろ個々の実施変形例を互いに様々に組み合わせることも可能であって、これら
の変形可能性は、具体的な発明による技術的に取り扱うための教示に基づいて、この分野
で活動する当業者の裁量の範囲内にある。従って図示され、かつ説明された実施変形例の
個々の詳細を組み合わせることによって可能となるすべての考えられる実施変形例も、保
護範囲に一緒に含まれる。
【００６５】
　最後に、形式を整えるために指摘しておくが、製造装置１の構造をより良く理解するた
めに、製造装置ないしその構成要素は、一部寸法通りではなく、かつ／または拡大および
／または縮小して示されている。
【００６６】
　自立した発明的解決の基礎となる課題は、明細書から読み取ることができる。
【００６７】
　特に、図１；２、３、４、５；６；７；８；９、１０、１１に示される形態は、自立し
た発明に基づく解決の対象を形成することができる。これに関する発明の課題と解決は、
これらの図の詳細な説明から読み取ることができる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　　製造装置
　２　　曲げプレス
　３　　操作装置
　４　　工具貯蔵部
　５　　機械フレーム
　６　　設置面
　７　　サイドスタンド
　８，９　　プレスビーム
　１０　　駆動手段
　１１　　工具ホルダ
　１２　　工具収容開口部
　１３　　曲げ工具
　１４　　曲げダイ
　１５　　曲げスタンプ
　１６　　多軸ロボット
　１７　　把持器
　１８　　把持部材
　１９　　走行装置
　２０　　前側
　２１　　後ろ側
　２２　　ストッパ装置
　２３　　ストッパフィンガー
　２４　　制御装置
　２５　　位置制御
　２６　　工具ホルダ
　２７　　保持位置
　２８　　フォトインターラプタ装置
　２９　　保持部分
　３０　　参照光ビーム
　３１　　測定距離
　３２　　Ｘ軸
　３３　　Ｙ軸
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　３４　　把持溝
　３５　　接近運動
　３６　　固定部分
　３７　　収容溝
　３８　　内法幅
　３９　　外側寸法
　４０　　中心平面
　４１　　主要平面
　４２　　下エッジ
　４３　　上エッジ
　４４　　側面
　４５　　測定エッジ
　４６　　表面平面
　４７　　前面
　４８　　締め付け力
　４９　　参照光ビーム
　５０，５１　　測定エッジ
　５２　　離隔運動
　５３　　送信ユニット
　５４　　レーザービーム
　５５　　受信ユニット
　５６　　レーザーダイオード
　５７　　フォトセル
　５８　　送信器－受信器ユニット
　５９　　ミラー
　６０，６１　　測定エッジ
　６２　　斜め角度
　６３　　前側
　６４　　前方の測定エッジ
　６５，６６　　位置偏差
　６７　　間隔
　６８　　工作物
　６９　　曲げ位置
　７０　　Ｚ軸
　７１，７２　　工作物エッジ
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